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「FOODEX JAPAN 2025」鹿児島県ブース出展事業者募集要項 

 

１ 目的 

鹿児島県では，県産農林水産物・食品の輸出拡大に向け，国内で開催されるアジア最

大級の国際食品・飲料展「FOODEX JAPAN 2025」に鹿児島県ブースを設置します。 

海外への販路を拡大する意欲があり，同ブースに出展する事業者について募集します。 

 

２ 第50回国際食品・飲料展「FOODEX JAPAN 2025」の概要 

 ⑴ 会期 令和７年３月11日（火）～14日（金）の４日間 

 ⑵ 会場 東京ビッグサイト（東京都江東区有明） 

 ⑶ 主催 一般社団法人日本能率協会 ほか 

 ⑷ 参考（昨年度の実績） 

  ・出展者数 2,879者／3,913ブース 

  ・来場者数 76,183名（うち海外18.4％） 

            （うち商社・卸 30.9％，小売13.6％） 

  ※詳しくは，主催者ホームページを御参照ください。 

   （ＵＲＬ）https://www.jma.or.jp/foodex/ 

 

３ 募集内容 

 ⑴ 募集事業者数 

   県産農林水産物の生産者及び加工食品取扱事業者：８事業者 

   ※「にっぽん食輸出展」ゾーンに鹿児島県ブースを設置予定です。（規模：４小間）  

 ⑵ ブースサイズ（１事業者あたり） 

   奥行き2.9ｍ以内×間口1.4ｍ以内×高さ2.7ｍ以内 

   ※おおよその目安となります。（ブース配置等によりサイズが変更となる場合もあ

ります。） 

 ⑶ 募集要件 

   以下のア～キの全ての条件を満たすこと。 

  ア 鹿児島県内で県産農林水産物の生産若しくはその加工食品の製造又はこれらの

販売等を行う事業者であること 

  イ 海外への販路拡大に意欲のある事業者であること 

  ウ 法人・団体については主たる事業所の所在地が，個人については住所地が県内に

あること 

  エ 会期中は，原則，自社商品の販売交渉権を有する者等が，自社スペースに常駐す

ること 

  オ 会期中又は会期後に，鹿児島県が行うアンケート調査に協力できること 

  カ 会期前に鹿児島県が開催する出展事業者向けセミナー等に出席できること 

  キ ＧＦＰ登録事業者であること 

    （ＧＦＰ登録ＵＲＬ）https://www.gfp1.maff.go.jp/entry 

     ※メールアドレスをお持ちであれば，どなたでも登録できます。 

https://www.jma.or.jp/foodex/
https://www.gfp1.maff.go.jp/entry
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４ 出展商品要件 

 ⑴ 農林水産物を取り扱う場合は，すべて鹿児島県産であること 

 ⑵ 加工食品を取り扱う場合は，主に県産農林水産物を使用した商品であること 

 ⑶ 実演・試食で扱う商品は，主に県産農林水産物を使用した商品であること 

 

５ 出展に係る費用 

 ⑴ 出展事業者が負担する費用 

  ア 出展負担金 １事業者あたり１０万円（税込） 

  イ 会期中の商談担当者の旅費交通費 

  ウ 出展商品等の輸送費 

  エ 出展事業者が独自で追加する装飾・什器備品等の費用及びそれに係る電気等の工

事費 

  オ 自社ブースに係る電気代，水道代 

  カ 試食・試飲等，商談のために必要となる費用 

  キ その他，下記「５⑵県が負担する費用」以外に必要な費用 

 

 ⑵ 県が負担する費用 

  ア 県が主催者に支払う出展料 

  イ 基本装飾（社名看板，床面カーペット，展示台，簡易照明） 

  ウ 共同で使用するスペースの設置費用及びこれに係る電気代 

  エ 通訳者に係る費用（英語及び中国語対応可能な通訳者を県ブースに２名配置予定） 

 

６ 出展申込 

 ⑴ 提出書類 

  ア 出展申込書 

  イ ＦＣＰ展示会・商談会シート（１商品につき１枚作成すること） 

  ウ 会社概要パンフレット等（出展申込者の概要が分かるもの） 

  エ 出展商品に係るカタログ（もしあればで構いません） 

  オ ＧＦＰ（農林水産物・食品輸出プロジェクト）のコミュニティサイトに登録して

いることが分かる資料 

⑵ 申込方法 

  ア 上記⑴の提出資料について，下記「13 申込・問合せ先」へメールにて御提出く

ださい。 

  イ 県にてメール確認後，３営業日以内に受信確認のメールを返信します。返信がな

い場合は，お手数ですが「13 申込・問合せ先」まで電話をお願いします。 

 ⑶ 申込期限 

   令和６年10月25日（金） 

 

 ⑷ その他 

  ア 出展申込書の提出は，１事業者当たり１通とします。 
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  イ 募集要件を満たさない者の出展申込書又は不備のある出展申込書は受理しませ

ん。 

  ウ 出展申込書に係る個人情報は，当業務の目的に限って利用し，厳重に管理します。 

 

７ 出展決定 

 ⑴ 選定方法 

   提出された出展申込書により，県が書類審査を行った後，出展希望事業者多数の場

合は，別に設置する出展事業者選考委員会において以下の項目について評価し，出展

事業者を選定します。なお，審査は非公開として，審査の経過等に関する問合せや選

定結果（非選定の理由等）に関する問合せには応じかねます。 

  ア 海外バイヤーとの商談経験及び類似商談会（輸出 EXPO やアグリフード EXPO 等）

への過去出展回数について 

   ※海外バイヤーとの商談経験及び出展回数の少ない事業者を優先する。 

  イ 海外への販路拡大に向けた方針等について 

   ・県産農林水産物・食品の海外への販路拡大に向けた意欲 

   ・事業の効果，発展性 

  ウ 代表的な出展商品について 

   ・県産農林水産物又はその使用状況 

   ・鹿児島県らしさ（特産品・食文化等） 

  エ 出展商品について 

   ・ＦＣＰ展示会・商談会シートにおいて，出展予定商品について具体的な特徴や魅

力を伝えられているか 

 ⑵ 決定 

   審査結果は，全ての出展申込者に対して書面により通知します。 

 

８ スケジュール（予定） 

  出展事業者募集  令和６年10月25日（金）まで 

  出展事業者決定  令和６年11月中旬 

  出展事業者説明会 令和６年12月 

  出展事業者研修会 令和７年１月下旬又は２月上旬 

  商談会      令和７年３月11日（火）～14日（金） 

 

９ 商談会の開催が中止された場合の出展負担金の返金について 

 ア 商談会主催者による会期の変更・開催の中止，天災，感染症，その他特別な事情に

より，県の判断で鹿児島県ブースの出展を見合わせることがあることをあらかじめ御

了承ください。 

 イ FOODEX JAPAN2025出展規定に基づき，商談会主催者により，商談会の開催が中止と

なった場合は，同規定に準じて，出展負担金の７割（70,000 円）を返金いたします。 

  （ＵＲＬ）FOODEX JAPAN2025出展規定 
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10 その他 

 ア 提出書類等に虚偽又は不正があった場合は，失格とします。 

 イ 出展に当たっては，主催者及び県の指示に従ってください。 

 ウ 出展負担金納入後，自己都合により出展を取りやめる場合，出展負担金は返金しま

せん。 

 エ 会場内では，商品の販売はできません。 

 

11 留意事項 

 ア 出展商品等の設置，管理及び撤去は，出展事業者の責任において行うものとします。 

イ 会場への展示物搬入開始から撤去までの期間で必要と思われるものについての損害

保険については，各出展事業者で加入してください。 

ウ ブース内の装飾・配置等は，鹿児島県により決定しますので，出展事業者の意向に

沿うことができない場合があります。共同出展による展示位置や面積等の変更がある

ことを予め御承知おきください。 

エ ブースの装飾及び施工は鹿児島県の委託業者が行います。出展商品の展示・陳列は

出展事業者が行いますが，出展商品の展示方法については，展示会主催者の規定に基

づき修正いただく場合があります。 

オ 自社小間の転貸，売買，交換，譲渡は出来ません。 

カ 本展示会へ参加についてプレスリリースを行い，企業情報，出展商品の情報が公開

される場合がある旨，予め御了承ください。 

キ 出展事業者は，上記留意事項の他，商談会主催者が定める規則に従うとともに，本

「募集要項」に定めのない事項に関しては，商談会主催者が定める「出展規定」に準

じ，鹿児島県が決定するものとし，新型コロナウイルス感染症拡大等により内容が変

更される可能性がある旨，予め御了承ください。 

 

12 免責規定 

ア 鹿児島県は，商談会主催者による会期の変更・開催の中止，天災，感染症，その他 

特別な事情により，鹿児島県の判断で本事業実施を見合わせることがあることを予め

御了承ください。また，鹿児島県が本事業を変更・中止したことや，鹿児島県が提供

した支援により直接・間接にかかわらず生じた結果について，出展事業者及び関係者

の本商談会への参加のために支出した費用や関連するレンタル設備等のキャンセル料

を含むその他の経費・損失及び損害は一切補償しないことを御承知おきください。 

イ 鹿児島県は，出展商品等の知的財産権に係るトラブルが発生した場合，一切責任を

負いません。必要に応じて自己の責任及び経費負担の下，事前に知的財産権の保護対

策を行ってください。 

ウ 鹿児島県は，商談会会期中及びその前後を通じて発生した出展商品等の盗難，紛失，

火災，破損や出展事業者が商談会会場を使用することにより発生した人的災害等，あ

らゆる原因から生ずる損失又は損害についてその責任を一切負いません。出展事業者

は，自己又はその代理人の不注意その他により生じた会場設備若しくは会場等の建造

物又は人身等に対する一切の損害について責任を負うこととします。 
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エ 鹿児島県は，県の責任に帰すことのできない事由による出展事業者と商談者のトラ

ブルについて一切責任を負いません。 

オ 上記については，今後の情勢等の諸般の事情の変化により，変更になる場合があり

ます。 

 

13 申込・問合せ先 

  鹿児島県農政課かごしまの食輸出・ブランド戦略室 

  輸出戦略係 飯伏（いぶし） 

  TEL：099-286-3093／Mail：yusyutsu@pref.kagoshima.lg.jp 

mailto:yusyutsu@pref.kagoshima.lg.jp


「FOODEX JAPAN2025」鹿児島県ブース出展申込書 

 

令和 年 月 日 

 

申込者住所 〒 

氏名  （会社名を記入してください） 

                                         （代表者の職・氏名を記入してください） 

 

下記のとおり，「FOODEX JAPAN2025」鹿児島県ブースへの出展について申し込みます。 

 

１ 事業者概要 

事業者名  

役職・代表者名  

事業所の所在地 〒 

 

 

担当者 役職： 氏名： 

TEL： MAIL： 

業種  

取扱商品  

販売状況 国内： 

海外： 

※商品、販売形態、販売地域等を具体的に記入 

営業体制 国内営業に係る人員： 人 海外営業に係る人員： 人 

海外への販路開拓・拡大

に向けた方針等（今後５年程

度以内に輸出を希望する国・

地域や輸出量・輸出額目標等

があれば具体的に記載してく

ださい。） 

 

海外販路開拓に向けた取

組実績 

国内外展示会・見本市等への出展実績     あり   ・     なし 

          「あり」の場合        回 

海外バイヤーとの商談実績          あり   ・     なし 

          「あり」の場合   年間   回程度 

海外輸出実績 □あり（期間：□１年未満 □１年以上 □２年以上）・□なし 

※直接貿易，間接貿易どちらでも可 

商品名（品目）： 

輸出先国： 

輸出量：               / 輸出額：約       万円/年 

 

 

 

 

 

 

 



２ 出展予定商品概要 

出展商品 

※商品詳細について

は，別紙「FCP・商談

会シート」に記入して

ください。 

 

※FCP・商談会シート

は１商品につき１枚作

成してください。 

商品名 

※複数記載する場合は番号等で箇条書きにし、以下の「特徴」「県産農林水産物の使用割合」「販売

状況」「ターゲット」「優位性」欄と対応させること。 

特徴 

 

県産農林水産

物の使用割合 

※記載例）内容量〇ｇ（うち県産〇〇の使用量〇ｇ） 

販売状況 

※販売形態、国・地域、数量、単価等を具体的に記載すること。 

ターゲット 

（国・顧客） 

※具体的なターゲット国・地域，顧客層を記載すること。 

優位性 

※顧客ニーズや競合製品に対する優位性について説明すること。 

展示等の方法 

装飾・備品・ 

陳列方法等 

 

試食 

試   食： 有 ・ 無 

試食商品： 

試食の方法： 

調理 

［調理が必要な商品を出展する場合は記載すること。］ 

調   理： 有 ・ 無 

調理の方法： 

外国語資料 

有（［●●語など具体的に記載すること］）・ 無 

出展体制 

人員：  名 

会期中の商談に係る意思決定者： 有 ・ 無 

バイヤーに対して販売価格の提示： 可 ・ 否 

外国語対応： 有（［●●語など具体的に記載すること］）・ 無 

［上記に関する補足説明］ 

 

  



３ 申し込みに当たっての同意事項 

  以下の各項目を確認の上，同意する項目に✔を記入してください。 

□「FOODEX JAPAN 2025」鹿児島県ブース出展事業者募集要項に記載の全ての項目に同意する。 

□ 県税の滞納がない。 

□ 暴力団員ではない，暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない。 

□「FOODEX JAPAN 2025」開催後，商談結果等のアンケートや鹿児島県からの調査に協力する。 

□主催者及び鹿児島県の指示に従い，開催に向けての準備や会期中の運営等を行う。 

 



税率

※今後ＦＣＰ事務局がシート普及拡大のためにセミナー等で掲載内容の紹介を行うことについて　右欄に○をして下さい。（無記入の場合は紹介しません。） 承諾　・　拒否

■ 商品写真

写真
商品の全体がわかる写真を貼付

一括表示
（現物の写真を字が読めるように画像で貼付）

　　※印のものは、具体的な取得内容を記載　→

タ ー ゲ ッ ト

売 り 先

お 客 様
（ 性 別 ・ 年 齢 層 な
ど ）

認 証 等
（ 商 品 ・ 工 場 ・ 農 場 等 ）

利 用 シ ー ン
（利用方法・おすすめレシピ
等 ）

商 品 特 徴

最大・最小ケース納品単
位

（◎ケース／日 など 単位 も記
載 ）

最大 最小 ケ ー ス サ イ ズ
縦(㌢)　　×　　横(㌢)　　×　　高さ(㌢）

発 注 リ ー ド タ イ ム 販 売 エ リ ア の 制 限

重量（㌔）

1 ケ ー ス あ た り 入 数 保 存 温 度 帯

内 容 量 希 望 小 売 価 格 税抜

■ 商品特性と取引条件

商 品 名

税込（切捨）

賞 味 期 限 ／ 消 費 期 限 賞味期限 消費期限
提 供 可 能 時 期
（最もおいしい時期を（ ）内に記
載 ）

（　　　　　）

主 原 料 産 地
（ 漁 獲 場 所 等 ）

JAN コ ー ド
（ 13 桁 も し く は ８ 桁 ）

ア レ ル ギ ー 表 示 （ 特 定 原 材 料 ）
※使用している項目に☑、使用していない場合は以下の欄に大きく×をする。

表示義務有

表示を奨励
（任意表示）

備 考

（当商品以外にアレルゲンを扱っている場合はその旨を記入）

ＦＣＰ展示会・商談会シート
記
入
日

年

月 日
第３.３版

（

えび、 かに 、 小麦 、

乳 、 落花生

やまいも 、

大豆 、

キウイフルーツ 、
バナナ 、さば 、

もも 、

いか 、

鶏肉 、

りんご 、マカダミアナッ

オレンジ 、

牛肉 、

豚肉、

ゼラチン

カシューナッツ

あわび 、 いくら 、

有機ＪＡＳ ＩＳＯ ※ 農業生産工程管理（ＧＡＰ） ※

その他（右に記入→）

外食 商社・卸売 メーカー スーパーマーケット

ホテル・宴会・レジャー

その他（右に記入→）

ＨＡＣＣＰ ※

中食 百貨店 その他小売

無 有→

ギフト対応可能業務用対応可能

アーモンド、

ごま 、

さけ、

くるみ、 そば 、

卵、



このシートは農林水産省フード・コミュニケーション・プロジェクト（FCP）により、作成されました。詳しくはhttps://www.maff.go.jp/j/shokusan/fcp/index.htmlをご覧下さい。

危 機 管 理 体 制

担 当 者 連 絡 先
担当者名または
担 当 部 署 名

連 絡 先

写　真

写真 写真 写真

施設設備の管理

■ 品質管理情報

商 品 検 査 の 有 無

衛 生 管 理 へ の 取 組

生 産 ・ 製 造
工 程 の 管 理

危機管理に関する対
応や生産物賠償責任
保険(PL保険)の加入
な ど

従 業 員 の 管 理

■ 生産・製造工程アピールポイント　　※農産品の場合は栽培面積・年間収穫量なども記載

担 当 者 E - m a i l

T E L F A X

〒会 社 所 在 地

工 場 等 所 在 地 〒

メ ッ セ ー ジ

ホ ー ム ペ ー ジ

年 間 売 上 高 従 業 員 数
（社員○名、パート○名など）

■ 出展企業紹介

出 展 企 業 名

代 表 者 氏 名

写真

有→具体的に無

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/fcp/index.html

